
 

 

 

● 草津栗東防犯自治会  ℡０７７－５５１－０１０９ ● 草津警察署  ℡０７７－５６３－０１１０ 

【主な犯罪発生件数】 

・空き巣等･････…７件  

・ひったくり･･･‥０件 

・自転車盗･････２９件  

(うち施錠無し･‥19 件) 

・万引き･････‥１０件  

・自販機ねらい･･･０件 

・車上ねらい･･･‥１件   

・オートバイ盗･･･３件 

・器物損壊･･･…‥８件  

8 月 30 日、草津警察署が草津市立玉川小学校において、不審者

への対応訓練を実施しました。不審者に扮した警察官が施設内に侵

入して刃物を持ち暴れるといった想定のもと、不審者対応係や避難

誘導係、通報係など、それぞれが緊張感をもって行いました。その

後、警察官から訓練の講評や、さす又の使用方法、身を守るための

要領などを学びました。また、児童に対して、草津警察署が任命し

た「犯罪から子どもの安全を 

守る活動をしている」子ども 

安全リーダーの紹介も行いま 

した。 

 

10 月 11 日(金)から 20 日(日)までの 10 日間、全国一斉に全国地域安全運動が実施されます。 

この運動を契機に、各家庭・地域・職場で犯罪や事故のない安全で安心して暮らせる地域社会づく

りについて考えましょう。 

●見えない電話の相手(話)を信用しない。 

●誰であっても、キャッシュカードを渡さない。暗証番号を教えない。 

●架空請求ハガキやメールに記載の連絡先には電話をしない。 

●カギかけは防犯の基本です。 

●外出時、少しの間でも必ず施錠する。 

●一時的に乗り物をとめる時も、必ずカギをかける習慣をつけましょう。 

●子どもには外でひとりで遊ばない、知らない人にはついて行かないよう教えましょう。 

●防犯ブザーをバックの外から見える場所につけましょう。 

●暗い夜道や人通りの少ない道の通行は避けましょう。イヤホンで音楽を聴きながら、

携帯電話を使用しながらの「ながら」歩行は危険な為やめましょう。 

 

来る 10 月５日(土)、滋賀県立文化産業交流会館(米原市下多良２丁目 137)13 時 30 分より開催

されます。遠方ではございますが、お時間の許す方はどうぞご参加ください。 

 



 

 

① はがきで応募 
➊クイズの答え ①「○」②「○」③「○」④「○」 

➋〒住所・氏名・電話番号を明記の上、下記までお送りください。

〒520-3088 栗東市安養寺 1 丁目 13-33  

栗東市役所危機管理課内 草津栗東防犯自治会事務局まで 

 

③ メールで応募 
右記の QR コード、あるいは下記アドレスに、クイズの答え・〒住所・氏名・ 

電話番号をご記入の上、栗東市危機管理課へ送信してください。 

E m a i l : k i k i k a n r i @ c i t y . r i t t o . l g . j p 又は、右記 QR コードへ 

 

② 応募箱で応募 
草津市役所の１階危機管理課･栗東

市役所の１階受付･又は草津警察署１

階ホールの応募箱に、備え付けの用紙

に、クイズの答え・〒住所・氏名・電

話番号をご記入の上、投函ください。 

 

 

◆ 応募締切・・10 月 21 日（月） （ハガキ・応募用紙・メールとも） 

※ 正解者の中から抽選で 30 名様に記念品をプレゼントします。 

「特殊詐欺を撃退するには、どうしたらいいか？」の問題です。 

被害に遭わないために、お金がらみの怪しい電話がかかってきた時の 

防止策です。 

問いの○印には、一文字(ひらがな)を入れてください。 

① 決して相手の話を「○のみ」にしないようにしましょう。 

② 警察や家族、知り合いの人に「○うだん」しましょう。 

③ 一度電話を切り、本人に「○くにん」しましょう。 

④ 銀行員や警察官に「○りすます」のが詐欺の手口と考えましょう。 

 

 

 

 

 

９月２日、栗東市立治田西小学校において、県下一斉子ども見守り活動の出発式を実施しました。

出発式では草津栗東防犯自治会長、同副会長、草津警察署長の挨拶のあと、パトカーを先頭に青色回

転灯装着車(青パト車)、交通安全協会の広報車等が通学路等のパトロールに出発しました。登校時の見

守り活動では、治田西小学校の正門や、草津市内・栗東市内の通学路等において、登校児童らに対す

る挨拶や声かけで見守り活動を実施しました。 


